
11 月１日～７日は「文化財保護強調週間」
　文化財は私たちの歴史や文化を正しく理解するために欠くことができないものです。
　教育委員会では、文化財の調査や保護、公開・啓発活動などによって、
文化財の保存と活用に取り組んでいます。豊かな潤いのあるまちづくりの
ために郷土の文化遺産を見直すとともに、文化財を大切に保護し、後世に伝
えていきましょう。

◆文化財を守ろう
　文化財は私たちの暮らしの礎となる歴史・文化を伝える貴重な財産です。
　市ではこれからも市民の皆さんのご理解とご協力を得ながら、文化財を
　守る取り組みを進めていきます。
◆市内の文化財について
　市内の文化財建造物としては本光寺山門（市指定）など、美術工芸品と
　しては、肥前島原松平文庫（県指定）などの古文書類や護国寺の三十番
　神（市指定）などの仏像やその他の工芸品が挙げられます。
◆文化財を壊してはいけません
　文化財はかけがえのない歴史的・文化的遺産であり、一度壊れると元に
　戻すことができません。島原の歴史や文化の語り部を後世に伝えるため
　にも、文化財を保護するよう市民の皆さんのご協力をお願いします。
◆文化財を火災から守りましょう
　災害による文化財への被害は甚大で、昨年の首里城での火災は記憶に新
　しいと思います。市内の文化財建造物、美術工芸品などは燃えやすい素
　材で作られているため、特に空気が乾燥しやすいこれからの季節は火の
　元に注意してください。
◆古文書・絵図などを見つけて困ったときは
　偶然の発見が島原の歴史の新発見につながるかもしれませんので社会教
　育課に相談してください。

島原市公式 LINE

●防災
●新型コロナウイルス感染症
●各種イベント
●移住・定住
●市長からのメッセージ　など

　右の2次元バーコードをスマー
トフォンで読み込んで登録して
ください（事前に「LINE」アプ
リのインストールが必要です）。
※詳しくは広報しまばら 8月号も
　しくは市ホームページを確認し
　てください

防災ラジオ、防災無線が聞こえない
聞き逃した場合にも文字で配信される

いつでも確認できて安心♪
【島原市 LINEの登録方法】

＜情報発信の内容＞

本光寺山門

肥前島原松平文庫

三十番神

島原ふるさと産業まつり

島原復興アリーナ
10時～ 15時 10時～ 15時

11月 ▶ 日
日

日
土21 22

▶問い合わせ先　
　島原ふるさと産業まつり実行委員会
　（島原商工会議所内☎ 62-2101）
　または産業政策課（☎内線 571）

　今年も地元で採れた新鮮な農畜水産物や商工物
産品などを販売します。

※新型コロナウイルス感染症の拡
　大防止対策のため、来場時はマ
　スクの着用をお願いします。
　体温が 37.5 度以上の場合は入
　場できません

▶問い合わせ先　政策企画課（☎内線 148）

◆問い合わせ先　
　社会教育課（☎内線 654）

撮影場所：本庁舎　大屋根広場
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